
各課からのお知らせ

15小城市報さくら

 まちの話題
園
児
た
ち
が

「
芋
挿
し
」
に
挑
戦

小
城
市
農
村
青
年
ク
ラ
ブ
主
催

　

６
月　

日
（
木
）
に
市
内
の

２３

幼
稚
園
、
保
育
園
の
園
児
達
が
、

サ
ツ
マ
イ
モ
苗
の
植
付
け
「
芋

挿
し
」
に
挑
戦
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
子
ど
も
達
に
、
植
付

け
か
ら
収
穫
ま
で
の
農
業
体
験

を
通
し
、
作
物
を
育
て
る
大
変

さ
や
、
食
の
あ
り
が
た
さ
を
学

ん
で
も
ら
お
う
と
、
小
城
市
農

村
青
年
ク
ラ
ブ
（
古
賀
直
嗣
会

長
）
が
毎
年
企
画
し
て
い
る
も

の
で
す
。
園
児
達
は
、
青
年
ク

ラ
ブ
の
メ
ン
バ
ー
に
教
わ
り
な

が
ら
、
苗
を
丁
寧
に
挿
し
て
い

ま
し
た
。

　

秋
に
は
、
大
き
く
育
っ
た
サ

ツ
マ
イ
モ
を
み
ん
な
で
収
穫
し

ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険

者
証
の
更
新
時
期
で
す　

　

今
お
持
ち
の
被
保
険
者
証
（
橙

色
）
は
平
成　

年
７
月　

日
で
有

２３

３１

効
期
限
が
切
れ
ま
す
。

　

新
し
い
被
保
険
者
証
（
水
色
）

は
７
月
中
に
【
簡
易
書
留
】
で
お

届
け
し
ま
す
の
で
、
８
月
以
降
ご

使
用
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
今
お
持
ち
の
被
保
険
者

証
（
橙
色
）
は
、
７
月　

日
以
降

３１

は
、
裁
断
等
を
し
て
廃
棄
し
て
い

た
だ
く
か
、
各
庁
舎
総
合
窓
口
又

は
国
保
年
金
課
に
返
却
し
て
く
だ

さ
い
。

◆
被
保
険
者
証
の
色

　
【
旧
】
橙
色
→
【
新
】
水
色

◆
お
願
い

　

新
し
い
被
保
険
者
証
が
届
い
た

ら
、
住
所
・
氏
名
・
性
別
・
生
年

月
日
の
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

も
し
、
記
載
内
容
に
誤
り
が
あ

る
場
合
は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額

適
用
・
標
準
負
担
減
額
認
定

証
を
お
持
ち
の
皆
様
へ

《
認
定
更
新
》

　

現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
後
期
高

齢
者
医
療
限
度
額
適
用
・
標
準
負

担
減
額
認
定
証
の
有
効
期
限
は
、

平
成　

年
７
月　

日
ま
で
に
な
っ

２３

３１

て
い
ま
す
。

　

８
月
以
降
も
該
当
さ
れ
る
方
に

は
保
険
証
と
一
緒
に
新
し
い
認
定

証
を
同
封
し
ま
す
。

※
認
定
証
の
更
新
手
続
き
は
不
要

で
す
。

「
後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額
適

用
・
標
準
負
担
減
額
認
定
証
」

と
は
？

　

非
課
税
世
帯
の
被
保
険
者
の

方
が
該
当
さ
れ
ま
す
。

　

認
定
証
を
医
療
機
関
に
提
示

す
る
こ
と
で
医
療
費
の
一
部
負

担
限
度
額
及
び
入
院
時
食
事
療

養
費
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

【
問
合
せ
】
国
保
年
金
課

　

後
期
高
齢
者
医
療
係

　
（
小
城
庁
舎
）

　

担
当　

江
頭
・
於
保

　

☎　

−

８
８
０
２

７３

夏
の
交
通
安
全　
　
 

　
　
　

県
民
運
動

７
／　

（
水
）
は

２０

「
交
通
事
故
死
ゼ
ロ
を
目
指
す
日
」

　
「
守
ろ
う
交
通
ル
ー
ル　

高
め

よ
う
交
通
マ
ナ
ー
」
を
ス
ロ
ー
ガ

ン
に
７
月　

日
（
月
）
か
ら　

日

１１

２０

（
水
）
ま
で
の　

日
間
「
夏
の
交

１０

通
安
全
県
民
運
動
」
が
実
施
さ
れ

ま
す
。

　

こ
の
期
間
中
は
、「
子
ど
も
と

高
齢
者
の
交
通
事
故
防
止
」
を
運

動
の
最
重
点
と
し
、

１　

自
転
車
の
安
全
利
用
の
推
進

２　

追
突
事
故
の
防
止 

３　

飲
酒
運
転
の
根
絶

　

を
重
点
目
標
に
交
通
安
全
運
動

を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

　

市
民
の
み
な
さ
ん
一
人
ひ
と
り

が
交
通
事
故
の
防
止
に
心
が
け
ま

し
ょ
う
。　

【
問
合
せ
】
総
務
課　

　

消
防
・
交
通
係
（
牛
津
庁
舎
）

　

担
当　

南
里
・
三
ッ
家

　

☎　

−

８
８
１
８

６３

ま
む
し
に
咬
ま
れ
た
ら 

病
院
へ
！　
　
　
　
　

　

市
内
医
療
機
関
の
う
ち
、
平
成

　

年
度
に
ま
む
し
抗
毒
素
を
保
有

２３（
ま
た
は
保
有
を
予
定
）し
て
い
る

と
こ
ろ
は
左
記
の
と
お
り
で
す
。

　

ま
む
し
に
咬
ま
れ
、
病
院
に
行

か
れ
る
際
は
、
事
前
に
各
医
療
機

関
へ
確
認
し
て
か
ら
受
診
さ
れ
る

よ
う
に
お
願
い
し
ま
す
。

◆
小
城
町

　

・
小
城
市
民
病
院

　
　

☎　

−

２
１
６
１

７３

　

・
石
井
外
科
医
院

　
　

☎　

−

３
６
４
１

７３

◆
三
日
月
町

　

・
江
口
病
院

　
　

☎　

−

３
０
８
３

７３

◆
牛
津
町

　

・
樋
口
ク
リ
ニ
ッ
ク

　
　

☎　

−

４
８
３
８

６６

【
問
合
せ
】
健
康
増
進
課　

　

保
健
予
防
係
（
三
日
月
庁
舎
）

　

担
当　

森
永
・
吉
次

　

☎　
−

８
８
２
２

７３


